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事業場に就業規則がある場合には、労働者の労働条件は、次のように決まります 

① 労働者と使用者の合意により、労働者の労働条件は変更されます。 

② 就業規則の変更により労働条件を変更する場合には、原則として労働者の不利益に変更することはで

きません。しかし、使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知させた」ことに加え、「就業規則の変更

が合理的なものである」ことという要件を満たす場合には、労働者の労働条件は、変更後の就業規則

に定める労働条件によることとなります。 

③ ただし、「就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分」は、その合意が

優先することとなります(合意の内容が就業規則で定める基準に達しない場合を除きます)。 


